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研究成果の概要（和文）： 本研究では、「DV関連法に基づく担当支援者による被害者への二次加害防止策の構
築」を目指し、支援者が所属する組織の方針や業務規定によるスーパービジョン体制がもたらす二次加害防止策
の構成要素への影響性を考察することを目的とした。方法は、DV被害者支援を行っている母子生活支援施設職員
を対象にフォーカスグループインタビューを実施し質的内容分析を行った。その結果、職員の立場の変化に伴
い、支援者としての視点の変化も生じており、それが支援方法にも反映されているという様相が見えてきた。こ
の様相をふまえて、二次加害防止を含む支援の質の向上を目指すためのスーパービジョンの留意点を示唆した。

研究成果の概要（英文）：This paper aimed to consider the influence of the supervision system based 
on the organization's policy and business rules on the components of preventing secondary 
victimizations. In the method, focus group interviews were conducted for maternal and child living 
support facility staff who are supporting DV victims, and qualitative content analysis was 
conducted. As a result, with the change of position such as facility chief, mid-level staff, and new
 employee staff, the viewpoint as a advocate has also changed, and the appearance that it is 
reflected also in the support method has come to be seen. And also, I suggested a point to pay 
attention to supervision to aim for improvement of quality of support including prevention of 
secondary victimization

研究分野： 家族福祉

キーワード： スーパービジョン　支援者　ＤＶ
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」(以下、ＤＶ防止法とする。)
が制定され、10 年以上が経過したが、日本に
おけるドメスティック・バイオレンス（以下、
ＤＶとする。）相談件数は増加し続けている
(内閣府 2013)。これは、ＤＶへの社会的認知
が高まり、被害者支援のアクセシビリティー
が高まったことによると考える。その一方で、
被害者を支援する過程において、ＤＶ担当の
支援者が二次加害行動をし、被害者にダメー
ジを与える深刻化現象が相談機関で発生し
ている。例えば、「子どものために離婚はす
べきでない」という支援者個人の価値観を押
し付けること、緊急一時保護所での施設ルー
ルを理由に被害者のもつ選択権利の剥奪、障
害や精神疾患を理由に保護施設への受け入
れ拒否、ＤＶ被害者の保護を理由に母子分離
を強要するなどがある。この二次加害により、
被害者が支援を受ける動機づけを阻害する
結果をもたらしている。 
日本では、支援者の対応がもたらした問題

のうち「二次加害」について 1992 年の研究
で、明らかにされている。二次加害は支援者
個人と被害者との関係に因るミクロレベル
の問題と捉えられ、その責任を支援者個人に
帰するものとした。支援者個人の責任問題と
して扱われ、被害者が被ったダメージは放置
される結果となった。研究代表者は、2006
年からこの支援者の二次加害に注目し、ＤＶ
被害者支援を行う支援者にヒアリング調査
（野坂 2007）を実施し、その研究結果とし
て、二次加害は実は被害者レベルを含む制度
政策レベルまでの６層の相互作用により発
生している現象であることと、身体的暴力を
除いたＤＶの暴力の種類と、二次加害の内容
は非常に類似性が高いことを明らかにした。
この結果をふまえ、ＤＶ被害者支援の課題と
してミクロからマクロまでの６層にわたる
支援者に対する二次加害防止策の構築が急
がれることを提示した。 
また研究代表者は、二次加害防止策の構築

を目指した支援者のスーパービジョン体制
導入の可能性を探索した(野坂 2011)。その結
果、スーパービジョン体制は既に存在してい
るものの、メゾレベルの理念・方針を含む組
織体制、根拠法が影響要因となり、スーパー
ビジョンの質や支援内容を左右し、ダメージ
を与えてしまっている現状を明らかにした。
スーパービジョン体制の機能不全を修正し、
その体制の稼働を促進することが急務だと
提唱したが、その実現に向けた具体的な方策
の提示が新たに見い出した課題である。 
ＤＶと類似性の高い二次加害は、被害者に

さらなるダメージを与えるだけではなく、Ｄ
Ｖ防止法制定がもたらした被害者の支援施
設へのアクセシビリティーを低下させてい
る。よって、支援者がさらなる加害者になら
ないような二次加害防止策を構築すること
は、喫緊の課題である。 

２．研究の目的 
 本研究は「ＤＶ関連法に基づく担当支援者
による被害者への二次加害防止策の構築」を
目指し、ＤＶ担当支援者の二次加害行動や現
象に焦点を当て、その支援者が所属する組織
の方針や業務規定によるスーパービジョン
体制がもたらす二次加害防止策の構成要素
への影響性を考察することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
ＤＶ被害者への緊急一時保護を行ってい

る母子生活支援施設職員を対象にフォーカ
ス・グループインタビューを実施した。母子
生活支援施設職員を対象とした理由は以下
の 2点である。 
 第 1に、母子生活支援施設はＤＶ防止法第
3 条の 4 に定める「被害者を一時保護する委
託施設」としての役割があり、母子生活支援
施設職員はＤＶ被害者支援の認識が明確で
あることに加え、児童福祉法が根拠法となっ
ている福祉施設であることから、ＤＶ被害者
支援に関する調査対象として適切であると
考えたためである。 
第 2に、母子生活支援施設の利用理由にＤ

Ｖが多いためである。全国母子生活支援施設
協議会(2011)の調査では、母子生活支援施設
の入所理由はＤＶが最も多いことがわかっ
ている。また、東京都社会福祉協議会母子福
祉部会の調査(2013)によると、母子生活支援
施設入所理由は「住宅困窮(37.8％)」に次い
で「夫等の暴力(22.9％)」となっており、母
子生活支援施設に勤務する職員は日々、ＤＶ
問題を抱えている利用者への対応を行って
いるためである。 
調査方法のフォーカス・グループインタビ

ューは、マーケティングなどの分野で使用さ
れてきた手法で、看護分野や福祉分野でも質
的研究の一つとして認識が高まっている。フ
ォーカスグループの特徴は、参加者間で相互
作用が行われていることであり、そこから
人々がある特定の論題についての考えを明
らかにし、最終的な目標としては参加者の現
実を理解することである。そして、フォーカ
スグループ・インタビューは、個々人の考え
というよりもむしろその世界において共有
されている認識に基づいた考えを探求する
とされている。 
グループのサイズは、Folch-Lyon ら（1981）

は 6 名から 12 名で構成されるべきと述べて
おり、Wells（1974）は最適な人数は 8 名か
ら10名と述べている。一方でHolloway（2002）
は様々な視点を提供するために6人が最適な
数と述べた上で、経験的には 6人のグループ
は大きすぎであり、3人が最適と述べている。
グループ人数が多いほどダイナミクスがよ
りよく働くと言われているが、本研究は支援
者より実際に行っている支援の質について
尋ねるデリケートなグループ調査であると
いう点もふまえ、小グループ規模を意図しつ
つ調査協力者のリクルートを行った。 



運営についてはインタビュー数日前には
日程の確認をし、倫理的問題に配慮しつつ依
頼を行った。実施環境は参加者が入るのに十
分な広さを意識して確保し、インタビュー内
容は IC レコーダーで録音した。そして、混
沌とした討論となり質の低下を招くことの
ないよう、明確な進行表を用意し、実施した。 
また、観察者を配置した。観察者には事前に
調査目的、観察の視点について事前に説明を
行い、特に着目してもらいたいグループメン
バーのノンバーバルコミュニケーションを
察知できるよう、ノンバーバルコミュニケー
ションのリストを渡した。 
なお本調査は、研究代表者の博士論文研究

の一環として行っており「ルーテル学院大学
研究倫理委員会」「法政大学研究倫理委員会」
の倫理審査を受け承認されたものである。調
査対象者所属組織には事前に承諾を得た上
で、調査対象者には研究目的、個人情報の保
護、データの取扱い、同意取り消しの権利な
どについて文書と口頭で説明をし、同意を得
て調査を実施した。口述データはその本質が
損なわれない範囲において、個人が特定され
ないように加工した。 
 

４．研究成果 
（1）調査結果 
 調査協力者は、ＤＶ被害者支援を行ってい
る東京都内の母子生活支援施設の支援者を
対象とした。具体的には、母子生活支援施設
において施設長を務める支援者 3名、在職期
間3年以上15年未満のいわゆる中堅支援者5
名、在職期間 1年以上 3年未満の新人支援者
6名、男性支援者 5名の、合計 4グループ 19
名である。 各グループを対象に収集したデ
ータを分析していくと、女性グループである
施設長グループ・中堅グループ・新人グルー
プの語りと男性グループとで傾向の違いが
あるように思われ、さらに、女性 3グループ
間においても傾向の違いがあるように思わ
れた。よって本調査では特に女性グループの
データに焦点を当てて分析を行った。女性 3
グループの内訳(表 1・表 2・表 3)とインタビ
ューデータの内訳(表 4)は以下の通りである。 
 
表 1 施設長グループ調査協力者の内訳表 
 性別 年齢 施設長経験年数 
Ａ 女性 40 代 5 年 
Ｂ 女性 50 代 12 年 
Ｃ 女性 40 代 1 年未満 
 
表 2 中堅職員グループ 調査協力者の内訳 

 

表 3 新人職員グループ 
 性別 年齢 経験年数 
Ｉ 女性 20 代 1 年 
Ｊ 女性 20 代 2 年 
Ｋ 女性 20 代 2 年 
Ｌ 女性 20 代 1 年 
Ｍ 女性 20 代 2 年 
Ｎ 女性 20 代 2 年 
 

表 4 調査協力者の内訳 

グループ 時間数 

施設長(3 名) 1 時間 22 分 27 秒 

中堅(5 名) 1 時間 2 分 47 秒 

新人(6 名) 1 時間 40 分 6 秒 

 
収集したデータは質的内容分析を用いて、

施設を利用している支援に関する内容に焦
点を当て分析を行った。手順は、収集した音
声記録を逐語録におこし、その中からＤＶ被
害者支援における家族支援について述べら
れ て い る デ ー タ に 焦 点 を 当 て て
Giorgi(1975)の意味の縮約の手続きを行っ
た。分析は以下の 5つの手順に分かれる。 
① インタビュー全体の感覚をつかむため、

テクストを最後まで読み通す。 
② テクストに見られる自然な「意味単位」

を、対象者による表現を大事にしなが
ら研究者が決定する。 

③ 研究者が理解した対象者の観点からの
発言をテーマとして取り出し、自然な
意味単位を支配するテーマをなるべく
簡潔に言い表す。 

④ 意味単位を研究の目的に照らして詳細
に吟味する。 

⑤ インタビュー全体から得た本質的なテ
ーマを、重複を除いて結びつけ、一つ
の内容記述へとまとめていく。 

 
その結果、3 グループのデータの中から、

ＤＶ被害者家族への支援に関する自然な意
味単位を取り出し、それぞれが支配するテー
マをなるべく簡潔に言い表す作業を行い、ス
テップ 4「意味単位を研究の目的に照らして
詳細に吟味する。」の際には、精神的ケアの
具体的な方法や、必要とされる社会資源の具
体的な知識、被害者家族システムという視点
を意識しつつ、支援グループごとに内容記述
へとまとめた。 
  
（2）分析結果 
 1)施設長グループ 
 母子生活支援施設の施設長は、子ども家庭
支援センターに関することとして、「子ども
家庭支援センターが主たる窓口」であり、Ｄ
Ｖ被害者家族に関する情報収集や決定機関
としての機能を果たしていると認識してい
た。また、家族システムに視点をおいた支援

 性別 年齢 経験年数 
Ｄ 女性 30 代 14 年 
Ｅ 女性 30 代 9 年 
Ｆ 女性 20 代 6 年 
Ｇ 女性 30 代 4 年 
Ｈ 女性 30 代 3 年 



として、「ＤＶ被害者の『母親としての喜び』
を大切にしスタッフ間で共有する」ことを行
っていた。 
 施設長という立場の影響からか、他組織連
携を意識した語りや組織内の職員全体に関
するメゾレベル以上の内容が多く語られて
いた。 
 
2)中堅グループ 
 「子どもを自由に見れない苦悩を抱えてい
る」など、施設を利用しているＤＶ被害者の
母子間における苦悩等を把握しつつ、家族シ
ステムに視点をおいた支援として、「子ども
に対して母親ができないことを補う」、「ＤＶ
被害者である母親のみでなく、子どものこと
も丁寧に見る」といった、家族間のバランス
を意識した介入を行っていた。また、支援者
の資質向上の機会に関することとして、「発
達障害に関する知識の必要性」と「子どもへ
の支援のみに特化した講習会の多さ」を感じ
ており、その理由に、母子生活支援施設職員
を対象とした研修は希少であり、同じ児童福
祉施設である児童養護施設の職員を対象と
した研修に参加することが多い背景があっ
た。 
 
3)新人グループ 
 「障害がある子ども」や「発達課題がある
子ども」、そして「母の発達課題の影響を受
けている子ども」の存在を把握しつつ、家族
システムに視点をおいた支援として、「母と
子それぞれの特性をつかむ」ことに加え、「子
どもとの関わりを通して構築した信頼関係
を母子支援に発展」させたり、「子どもの様
子を伝えて母に安心してもらう」といった介
入を行っていた。子どもに対しては、「子ど
もにラベリングをしない」姿勢をとっていた
り、「母子関係から生じた子どもの不安を受
けとめる」という介入をしていた。また、暴
力をふるってしまう子どもへの支援は、「そ
の行為が良くないとわかってもらえるよう
促し」を行っていた。そして、家族システム
全体に対して、「『安心してください』という
スタンスで関わる」ようにしていた。 
 一方で、「母が施設の夜間保育利用を前提
とした仕事を見つけてくる」こともあるため
に、母子生活支援施設を通過型施設と認識し
てくれているのかという疑問を母親に対し
て持つことがあることもあげられた。 
 
（3）考察 
 施設長という役職には管理・運営を視野に
入れ他組織連携を意識した視点や組織内の
職員全体に関する視点、つまり、メゾレベル
以上の視点は不可欠であるが、この視点を持
ち、実際に支援を展開している実態がわかっ
てきた。母子生活支援施設は利用世帯が 20
世帯(施設によっては 10 世帯)であり、高齢
者施設や障害者施設の規模と比べると小規
模であること、そして施設を利用する背景に

ＤＶといった深刻な社会問題を抱えている
ことがあるために、施設長が入所面接を行っ
たり、施設利用者のことを把握していること
が多い。本調査における施設長グループのフ
ォーカスグループインタビューにおいても、
利用者に関する細かなエピソードが語られ
ていた。よって、母子生活支援施設の施設長
は子どもへの支援や家族支援といった直接
支援から、組織内外における連携業務、管
理・運営業務といった間接支援を含むミクロ
からマクロまでの幅広い業務に携わってい
ることが考えられる。そして、母子生活支援
施設の施設長レベルの者へのスーパービジ
ョンでは、管理運営に着目したメゾ以上のレ
ベルの支援内容に焦点を置くだけではなく、
施設長が直接支援を行った場合のミクロレ
ベルの支援内容にも焦点を当てたスーパー
ビジョンの実施も重要であるといえる。 
また、中堅職員はＤＶ被害者が子育て等に

関する苦悩に寄り添うことを行いつつ、ＤＶ
被害者家族間のバランスを意識した支援を
行っており、母と子それぞれに行う精神的ケ
アを中心としたミクロレベルの支援に加え、
支援対象を家族システムというメゾレベル
で捉えその調整を念頭においた支援も行っ
ていた。同時に中堅職員は子どもへの支援に
関して専門知識の獲得や支援の資質向上へ
の意識をより高く持っており、このための社
会資源情報にも関心が高いことが考えられ
る。これらのことから、職歴が長くなるにつ
れて施設利用者一人ひとりとの関係構築の
ための関わりを行う感覚をつかみ、その感覚
をもった支援を前提として実施しつつ、ＤＶ
被害者家族システムの視点も持った支援を
展開していることが考えられる。そして、中
堅職員のスーパービジョンにおいては、これ
までの実践経験を理論等をふまえて理解を
深めていけるよう促す助言・指導が有効なよ
うに思われる。これにより、中堅職員の専門
性を高めたいというニーズにも応じること
につながると考える。 
新人職員は、ＤＶ被害者である母親との直

接の関わりよりも、まずはその子どもとの関
わりを丁寧に行い、そこから母親との関係づ
くりを進め、ＤＶ被害者家族システムの視点
に移っていくようにしており、ＤＶ被害者家
族システムの視点をもった支援に行くため
の段階があるように思われた。また、他のグ
ループよりも子どもへの具体的な様子や状
態、さらにはそれに対する職員としての具体
的な対応や姿勢、対応時の感情について細か
く語られていたことからも、新人職員は子ど
もとの関係に特に関心を持ち、時間をかけて
支援を行っていることが考えられる。 
 3 グループの傾向をふまえて検討をしたと
ころ、職歴が長くなるにしたがって子ども個
人というミクロレベルの支援にとどまるこ
となく、ＤＶ被害者家族システムといったメ
ゾレベル以上の支援にも対象レベルを展開
していくことが可能になってくることが考



えられる。また、直接支援・間接支援におい
て活用できる社会資源への関心も、その範囲
が広がってくることが考えられる。一方で新
人職員の子ども支援への関心は他のグルー
プよりも高く、子どもと関わる時間も多い中
で手探りで支援方法を模索していることが
考えられたため、新人職員へのＤＶ被害者家
族システムの視点をもった研修の実施やス
ーパービジョンは有効と考えられる。 
 
（4）今後の課題 
本調査は東京都内の母子生活支援施設3施

設 14 名の職員を対象としたものであり、他
の支援者を対象としたり、他の地域で行った
場合に同様の結果を得ることができるかに
ついては不明である。北澤（1997）は、質的
調査の長所と短所について整理しており、こ
の短所は本調査における限界と言える。 
また、当初の目的としてはスーパービジョ

ン体制がもたらす二次加害防止策の構成要
素への影響性をふまえた効果的な二次加害
防止策を考察することを目指していた。しか
し、本調査結果からは、職員の立場ごとに実
践している支援内容の実態と、職歴を通して
変化する立場に伴った支援者としての視点
の変化が生じており、それが支援方法にも反
映されているという様相があることをふま
えたスーパービジョンの留意点の仮説生成
をするにとどまった。 
よって今後は調査手法等を改めて吟味し

た上で、二次加害防止を含むＤＶ被害者支援
の質の向上を念頭に置いたスーパービジョ
ンのスタンダードについて明らかにし、効果
的二次加害防止策の構図を創成していくこ
とが今後の課題である。 
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